
入 札 説 明 書  

 
１．公告日：令和２年８月３日 
２．契約担当窓口：取組主体 

 島根県大田市波根町２２１の１ 
 有限会社 旭養鶏舎 
 代表取締役社長 竹下 靖洋 
 TEL 0854-85-8421 FAX 0854-85-7054 

３．参加資格の確認等 
本競争入札の参加希望者は、入札公告に掲げる参加資格を有することを証明するため、次

のとおり参加資格申請書を提出し、前項の契約担当窓口から参加資格の有無について確認を

受けなければならない。 
なお、期限までに申請書を提出しない者、ならびに参加資格が無いと認められた者は、本

競争入札に参加できないものとする。 
（１） 提出期間：令和２年８月３日（月）から令和２年８月１４日（金）まで 
（２） 提出場所：２．に同じ 
（３） 提出方法：申請書の提出は、簡易書留又はレターパックで郵送すること。 

     （令和２年８月１４日１７時必着） 
（４） 参加資格確認通知 

     令和２年８月１７日（月）までに、書面（ＦＡＸ送信等）をもって通知する 
（５） 申請書の作成 

 申請書は、入札公告に沿って別紙様式１により作成すること 
ア． 予算決算及び会計令（以下「予決令」という。）第 70 条及び第 71 条の規定に該

当しない者であること。 
イ． 機械器具設置工事業の建設業許可を取得していること 
ウ． 過去 3年間に床面積 300㎡以上の家畜排せつ物処理施設の施工実績があること。

（新設及び改造工事の実績） 
（６） その他 

ア． 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする 
イ． 契約担当窓口は、提出された申請書及び資料を、入札参加資格の確認以外に提

出者に無断で使用しない 
ウ． 提出された申請書及び資料は返却しない 
エ． 提出期限以降における申請書または資料の差し替え、及び再提出は認めない 

４．入札参加資格が無いと認めた者に対する理由の説明 
 入札参加資格が無いと認められた者は、契約担当窓口に対して参加資格が無いと認めた理

由について、次のとおり書面（様式は自由）により説明を求めることができる 
（１） 提出期限：令和２年８月１８日（火）午後 1 時まで 
（２） 提出場所：２．に同じ 



（３） 提出方法：書面は、電送（ＦＡＸ送信）によるものとする 
（４） 契約担当窓口は、説明を求められたときは、令和２年８月２０日（木）までに説明を

求めた者に対し書面（ＦＡＸ送信）をもって回答する。 
５．現場説明会 

 執り行わない。要望がある場合は個別対応とする。 
６．入札説明書等に対する質問 

 入札説明書等に対する質問がある場合は、次のとおりとする。 
（１） 受領期間：令和２年８月１４日（金）午後 5 時まで 
（２） 提出方法：書面（ＦＡＸ送信）をもって、提出する 
（３） 質問に対する回答 

 令和２年８月１７日（月）正午 12 時までに、書面（ＦＡＸ送信）をもって回答す

る。 
７．入札方法等 

（１） 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 
 入札者は下記の場所まで入札書及び添付資料を持参すること。 
ア． 日 時：令和２年８月２４日（月）午前１０時 
イ． 場 所：〒699-2211 島根県大田市波根町２２１の１ 

    有限会社 旭養鶏舎 会議室 
（２） 入札書の様式：別紙様式５のとおりとし、 

ア． 工事入札金額（消費税及び地方消費税を含まない） 
イ． 法人名・代表者・法人印 
ウ． 入札年月日 

を記入する 
（３） 入札書の添付資料 

 入札書の提出に併せて設計図面、工事費内訳書を提出すること 
（４） 入札保証金：入札保証金の納付は必要ない 
（５） 入札の無効 

 次の各号に該当する者の入札は、無効または失格とする。 
ア． 入札参加資格の無い者 
イ． 入札に必要な事項を記入しない者 
ウ． 同時に２つ以上の入札書を提出した者 
エ． 入札書の提出日時までに提出が無かった者 
オ． 提出された設計図面、工事費内訳書が工事目的と著しく異なるものであると認

めた場合 
（６） 落札者の決定方法 

ア． 予定価格の範囲内で 低の価格をもって有効な入札を行った者を落札候補者と

する。 
イ． 予定価格に達しない場合は 低入札者と協議し落札候補者とする。 
ウ． 落札候補者を定め、入札終了後速やかに入札書・設計図書・工事費内訳書の審



査を行い、審査結果が有効であれば落札候補者を落札者と決定する。無効となっ

た場合は、次順位の入札書・設計図書・工事費内訳書の審査を行う。 
エ． 落札者を決定した場合は、落札者にその旨を連絡するとともに、入札結果等に

関する書類を閲覧に供する。 
８．鶏舎改修工事契約の締結 

 本入札によって決定した入札額に、当該金額の 100 分の 10 に該当する額を加算した金額

（10％を加算した場合、1 円未満の端数がある場合はその端数金額を切り捨てた金額）をも

って、次のとおり事業取組主体と契約を締結する。 
９．支払い条件 

 契約時 50％、完成後 50％ 


